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 令和６年度庁議報告事項 

 第４回庁議（２０２４年６月１１日）            区民部 産業振興課 

                               

【件名】 

中野区産業振興センターの指定管理者の募集について 

 

【要旨】 

中野区産業振興センターは、令和７年３月末をもって現行の指定管理者の指定期間が満

了する。一方、区は令和６年２月に策定した「中野区産業振興方針」に基づき、中小企業

に対する伴走型支援体制を構築するとともに、現在、中野区勤労者サービスセンターが実

施している福利厚生事業について、同事業の充実と効率化を図り、令和７年４月から区が

担う予定である（中野区勤労者サービスセンターは令和７年４月以降に整理・解散）。 

こうした状況を踏まえ、令和７年４月からの新たな指定管理者を選定するため、「中野区

公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例」に基づき、以下のとおり事業者を募

集する。 

 

１ 対象施設 

中野区産業振興センター（中野区中野二丁目１３番１４号） 

 

２ 指定期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間 

 

３ 選定方式 

企画提案公募型事業者選定方式 

 

４ 指定管理者が行う業務 

中野区産業振興センターを運営する指定管理者は、中野区産業振興センター条例に基

づき、中小企業者の経営支援、創業及び新たな産業の創出の促進、勤労者の福利厚生・

健康増進、就労支援、産業や雇用に関する情報の収集・提供並びに施設の管理・運営に

かかる事業を実施する。 

今回の募集にあたっては、中野区勤労者サービスセンターの解散を見据え、これまで

中野区勤労者サービスセンターが実施してきた福利厚生事業（給付事業を含む。）を、新

たに指定事業とするものである。中小企業の経営支援などや施設の管理運営と福利厚生

事業を一体的に運営することで、効率性を高めるとともに、提供する福利厚生サービス

を充実し、同サービス利用会員の増加を図る。 

  



 2 

５ 今後の予定 

令和６年 ７月 指定管理者候補者の公募 

１０月 指定管理者候補者の選定 

１１月 区議会第４回定例会において指定管理者の指定に関する議案提出 

令和７年 ４月 指定管理者による業務開始 


